
 

 

柏 市 木 造 住 宅 耐 震 改 修 費 補 助 金 交 付 要 領  

 

制 定  平 成 ２ ０ 年 ６ 月 １ ７ 日  

施 行  平 成 ２ ０ 年 ７ 月  １ 日  

 

１  趣 旨  

こ の 要 領 は ， 柏 市 木 造 住 宅 耐 震 改 修 費 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ２

０ 年 ６ 月 １ １ 日 制 定 。 以 下 「 要 綱 」 と い う 。 ） の 実 施 に 関 し ， 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

２  定 義  

  こ の 要 領 に お け る 用 語 の 意 義 は ， 要 綱 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

３  耐 震 診 断 の 方 法  

  要 綱 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 耐 震 診 断 で 市 長 が 別 に 定 め る 方 法

と は ， 「 木 造 住 宅 の 耐 震 診 断 と 補 強 方 法 （ 改 訂 版 ） 」 (一 般 財 団

法 人 日 本 建 築 防 災 協 会 発 行 )に 記 載 さ れ た 一 般 診 断 法 又 は 精 密 診

断 法 を い う 。  

４  木 造 住 宅 耐 震 診 断 士  

  要 綱 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 市 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 本

市 の 登 録 を 受 け た 者 と は ， 「 柏 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 士 登 録 要 領 」

（ 平 成 １ ８ 年 ５ 月 １ ０ 日 制 定 ） に 定 め る 柏 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 士

登 録 証 の 交 付 を 受 け た 者 を い う 。  

５  耐 震 改 修 工 事 の 施 工 者  

  要 綱 第 ２ 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 市 長 が 別 に 定 め る 要 件 を 満 た す も

の と は ， 本 市 の 区 域 内 に 本 店 ， 支 店 又 は 営 業 所 を 開 設 し て い る も

の を い う 。 た だ し ， 当 該 工 事 の 請 負 代 金 の 額 が ５ ， ０ ０ ０ ， ０ ０

０ 円 以 上 と な る 場 合 は ， 建 設 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ）

第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 許 可 を 受 け て い な け れ ば な ら な い 。  

６  補 助 対 象 者 等  

 (1) 要 綱 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で

き る 者 で ， 当 該 木 造 住 宅 を 共 有 し て い る 場 合 に あ っ て は ， 次

の 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

ア   共 有 者 か ら 委 任 を 受 け て い る こ と 。  



 

イ  共 有 者 が 既 に 補 助 金 の 交 付 を 受 け て い な い こ と 及 び 補 助

金 の 交 付 の 決 定 を 受 け よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 に 補 助 金 の

交 付 の 決 定 を 受 け て い な い こ と 。  

ウ   共 有 者 が 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 日 の 属 す る 年 度

の 前 年 度 の 市 民 税 ， 固 定 資 産 税 又 は 都 市 計 画 税 を 滞 納 し て い

な い こ と 。  

 (2) 要 綱 第 ３ 条 第 １ 項 た だ し 書 き 及 び 同 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 規 定 す

る 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 に 補

助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け て い る 場 合 と は ， 申 請 希 望 者 が ， 補

助 金 の 交 付 申 請 日 の 属 す る 年 度 に ， 同 一 又 は 別 の 木 造 住 宅 に

つ い て 補 助 金 の 交 付 を 申 請 す る 場 合 を 含 む 。  

７  耐 震 診 断 を で き る 者  

要 綱 第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る そ の 他 市 長 が 別 に 定 め る も の に よ

る 耐 震 診 断 と は ， 次 の い ず れ か の 者 に よ る 耐 震 診 断 を い う 。  

(1) 一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協 会 （ 旧 ・ 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災

協 会 ） が 主 催 す る 国 土 交 通 大 臣 登 録 木 造 耐 震 診 断 資 格 者 講 習

（ 旧 ・ 木 造 住 宅 の 耐 震 診 断 と 補 強 方 法 講 習 会 ） の 課 程 を 修 了 し

て い る 者  

(2) 千 葉 県 既 存 建 築 物 耐 震 診 断 ・ 改 修 講 習 会 （ 木 造 住 宅 ） の 課 程

を 修 了 し て い る 者  

８  事 業 計 画 書  

  要 綱 第 ６ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 事 業 計 画 書 と は ， 補 強 工 事

に 関 す る 設 計 内 容 を 記 載 し た 書 面 等 を い う 。  

９  設 計 図 書   

  要 綱 第 ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 設 計 図 書 と は ， 耐 震 改 修 工

事 実 施 の た め に 必 要 な 耐 震 改 修 工 事 設 計 図 ， 補 強 計 算 書 ，

工 事 内 容 内 訳 明 細 書 及 び 特 記 仕 様 書 等 を い う 。  

１ ０  対 象 経 費 の 見 積 書 又 は そ の 写 し  

  要 綱 第 ６ 条 第 １ 項 第 ８ 号 に 規 定 す る 見 積 書 又 は そ の 写 し は ， 設

計 費 ・ 耐 震 改 修 工 事 費 ・ 工 事 監 理 費 の 対 象 事 業 と 対 象 事 業 以 外 と

に 分 け て 記 載 さ れ た も の と す る 。  

１ １  耐 震 診 断 を し た 者 に 係 る 要 件 の 具 備 を 証 す る 書 類  

  要 綱 第 ６ 条 第 １ 項 第 １ ０ 号 に 規 定 す る 要 件 の 具 備 を 証 す る 書 類



 

と は ， 木 造 住 宅 耐 震 診 断 士 の 登 録 証 ， 一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災

協 会 （ 旧 ・ 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協 会 ） が 主 催 す る 国 土 交 通 大 臣

登 録 木 造 耐 震 診 断 資 格 者 講 習 （ 旧 ・ 木 造 住 宅 の 耐 震 診 断 と 補 強 方

法 講 習 会 ） 又 は 千 葉 県 既 存 建 築 物 耐 震 診 断 ・ 改 修 講 習 会 （ 木 造 住

宅 ） の 修 了 証 を い う 。  

１ ２  耐 震 改 修 工 事 を 行 う も の に 係 る 要 件 の 具 備 を 証 す る 書 類  

  要 綱 第 ６ 条 第 １ 項 第 １ １ 号 に 規 定 す る 要 件 の 具 備 を 証 す る 書 類

と は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を い う 。  

(1) 本 市 の 区 域 内 に 本 店 ， 支 店 又 は 営 業 所 を 開 設 し て い る こ と が

確 認 で き る 書 面 等 。  

(2) 当 該 工 事 の 請 負 代 金 の 額 が ５ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 以 上 と な る

場 合 は ， (1)に 加 え ， 建 設 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ）

第 ３ 条 第 １ 項 本 文 の 許 可 証 の 写 し 。 た だ し ， 当 該 許 可 証 で (1)

の 要 件 が 確 認 で き る 場 合 は ， (1)を 兼 ね る こ と が で き る 。  

１ ３  申 請 書 添 付 書 類 の 省 略  

 要 綱 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り ， 柏 市 木 造 住 宅 耐 震 診 断 費 補 助

金 の 交 付 を 受 け た 者 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 省 略 で き る 。  

(1) 要 綱 第 ６ 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 掲 げ る 書 面 の 写 し  

(2) 要 綱 第 ６ 条 第 １ 項 第 ７ 号 に 掲 げ る 報 告 書 の 写 し  

(3) 要 綱 第 ６ 条 第 １ 項 第 １ ０ 号 に 掲 げ る 書 類 の 写 し  

１ ４  耐 震 改 修 工 事 の 着 工 時 期  

  規 則 第 ３ 条 第 １ 項 に よ り 耐 震 改 修 工 事 の 着 工 は ， 補 助 金 交 付 決

定 通 知 書 の 交 付 を 受 け て か ら と す る 。  

１ ５  検 査  

  要 綱 第 ９ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 検 査 は ， 立 会 い 検 査 願 い 申 請 書 に よ

り 行 う も の と す る 。  

１ ６  補 則  

  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か ， 必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ０ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ８ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


